
 

 

令和元年 12 月 11 日 

内 閣 府 ( 防 災 担 当 ) 

 
永田クラブ、経済研究会、国土交通記者会 へ貼り出し 

 

 
 
 
 
 
 

第６回日中韓防災担当閣僚級会合における「共同声明」について 

 

 

令和元年 12月４日(水)、５日（木）に、韓国・ソウル市で、平将明内閣府 

副大臣、中国の尚勇（シャン ヨン）民政部副部長、韓国の金桂助(キム ゲジョ) 

行政安全部次官が出席し、第６回日中韓防災担当閣僚級会合が開催されました。 

  

 本会合の議論内容についてまとめましたのでお知らせいたします。 

 

（別添資料） 

・第６回日中韓防災担当閣僚級会合 日中韓三国の防災協力に関する共同声明 

(仮訳、英文) 

 

 

 

 

 

 

 

＜本件問合せ先＞   

  内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(普及啓発・連携担当)付     

               諸留（もろとめ） 

TEL 03－3502－6984（直通）、FAX 03－3581－7510 



【議題１：各国報告】
・日本：アジア防災会議を活用したアジア諸国の防災，JIPADを通じた国際協力の取組，ボランティアやNPOとの連携，地区防災計画

の策定を通じた地域コミュニティの防災力強化等について。

・中国：複合化する近年の自然災害に対し、被害を最小化するために国際協力を強化し他国の好事例を積極的に吸収する等について。
・韓国：仙台防災枠組の実施を重視し、国際セミナーを通じた日本や中国との防災政策や技術を共有する取組，世界津波の日

イベントへの韓国学生の派遣等について。

【議題２：各国の災害事例と防災活動の紹介】
・日本：平成30年及び令和元年の災害を報告し、分かり易さを目指した警戒レベルの改定、ISUTなどIT技術を活用した災害時に

おける情報マネジメントの取組等について。

・中国：大規模かつ複合的な災害に対して，被害を最小化するために多くの係機関から構成された応急管理部の新設等について。
・韓国：研究開発を強化しICTを活用したモニタリングなど災害原因の分析に関する取組等について。

第6回 日中韓防災担当閣僚級会合(2019年12月)

● 2008年の「第１回日中韓首脳会議」における「三国間防災協力に関する共同発表」に基づき、三国間の防災協力を一層強化するため、
2009年以来、日中韓三ヶ国が、日中韓防災担当閣僚級会合を隔年で持ち回り開催。

● 今般の第6回会合においては、今後、各国が防災対策に不断の努力を重ねていくこと及び三国での防災協力を強化していくことの
必要性について確認をおこない、三国の研究、その他の取組を共同で進めていくことを、共同声明として発表。

開催地等

【参考】過去の開催状況

共同声明のポイント

日時 2019年12月4日～12月5日

開催地 韓国 ソウル市

出席者
日本：平 内閣府副大臣
中国：尚 応急管理部副部長
韓国：金 行政安全部次官

共同声明署名式

平副大臣の発表

第１回 第２回 第３回 第４回 第５回

開催地 日本（神戸市） 中国（北京市） 韓国（ソウル市） 日本（東京） 中国（唐山市）

日程 2009年10月30-31日 2011年10月27-28日 2013年10月29-31日 2015年10月27-28日 2017年9月6-7日

出席者

日本 前原大臣 後藤副大臣 西村副大臣 河野大臣 ふくだ副大臣

中国 羅民政部副部長 羅民政部副部長 顧民政部副部長 竇民政部副部長 顧民政副部長

韓国 朴消防防災庁長 李消防防災庁長 南消防防災庁長 李国民安全処次官 柳行政安全部次官

〇防災や減災の情報共有により、三国間の協力枠組みを強化すること。
。

〇三ヶ国の持つ高度な防災システムに関する相互学習の機会をもつこと。

〇三国間で災害と安全の専門家の交流拡大を推進すること。

・第7回日中韓防災担当閣僚級会合は日本開催（2021年予定）。

議事内容



防災協力に関する日中韓三国間の共同声明

2019�年�12�月�5�日 韓国・ソウル 

我々、日中韓防災担当閣僚は、2019�年�12�月�5�日、韓国ソウルにお

いて第�6�回日中韓防災担当閣僚級会合に参加した。 

我々は、三ヶ国のみならず全世界において、台風、洪水、地震、地

滑りを含めた自然災害や大規模事故によって尊い命が失われ、甚大

な被害を受けたことについて、深く哀悼の意を表した。 

我々は、三国間における協力と情報共有の重要性を再確認し、気候

変動と都市化により増加しつつある様々な危機から被害を最小限に

抑えるため、予防に焦点を当てる必要性において合意した。 

我々は、第�5�回日中韓防災担当閣僚級会合の成果を振り返るとと

もに、三ヵ国が実施した災害に対する予防政策を共有し、防災に向け

た効果的かつ実践的な対策を発展させた。 

災害に関する予防政策を共有することにより、三ヵ国の防災能力

を向上させることを目的として、我々は以下の分野で三国間の協力

を積極的に促進することを確認した。 

1. 予防政策の方向性、大規模な災害に関する根本原因の分析結果

及び関連する予防や減災の情報を共有することにより、三国間

の協力枠組みを強化すること。

2. 災害の予防のために、三ヵ国がそれぞれに設置する高度な防災

システムに関する相互学習の機会をもつこと。

3. 高度な災害予防システムを確立する上で、災害と安全の専門家

を育成することの重要性を認識し、三国間で災害と安全の専門

家の交流を拡大する措置を推進すること。

 (仮訳）



我々は、防災における協力を推進することを目的とした日中韓三国協

力事務局(TCS)の取組を評価する。我々は、共同声明の進捗管理に、

TCS を可能な限り関与させることとする。ホスト国は、次回会合まで、当

会合にて合意された事項についての進捗管理を行う責任を負う。 

 我々は、隔年会議開催の原則に基づき、第 7 回日中韓防災担当閣僚

級会合を日本で開催することについて合意に至った。我々は、2019年 12

月 5日、韓国のソウルにおいて、共同声明に署名し、声明を取り交わした。 

日本国 

内閣府 

副大臣 

平 将明 

中華人民共和国 

民政部 

副部長 

尚勇 

大韓民国 

行政安全部 

次官  

金桂助 








